
 

 

 

第６章 刑事事件・少年事件 

 

第 36 条(基本規定) 

１(事件分類) 

本章における事件の定義は、以下のとおりとする。 

(1) 簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は煩雑さが予想されず、委任

事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件をいう。 

(2) 複雑な事件とは、裁判員裁判対象事件、及び公判前整理手続に付された事件、

並びに事件数又は関係者が多数である等の事情があり、事件処理に相当程度の困

難さ、煩雑さが予想され、委任事務処理に相当程度の労力又は時間を要すると見

込まれる事件をいう。 

(3) 前２項の事件に該当するかどうかの判断は、当該事件を担当する所属弁護士

（以下本節において「受任弁護士」という）において、当該事案についての事件

の性質、争点、犯行の態様、被疑者被告人・被害者・共犯者・その他事件関係者

の状況等、事件に関する一切の事情を勘案して決定する。 

２(特別手当、日当の合意) 

依頼者が契約時に受任弁護士との間で第 42 条に定める特別手当、及び第 43 条に

定める日当の支払の合意をした場合には、依頼者は、弁護士費用に加えこれらを別

途支払うものとする。 

３(実費の負担) 

依頼者は、着手金、報酬金、特別手当、日当の他、受任弁護士の請求に応じて、当

該事件に必要な実費を支払うものとする。 

４(費用の支払） 

依頼者は、本節各条項に定める着手金、報酬金、特別手当、日当、実費の支払につ

いて、受任弁護士の請求に応じて遅滞なく行うものとする。 

５(預り金制度) 

前項の各費用の支払方法について、依頼者と受任弁護士の協議のうえ、書面によ

り合意した場合には、依頼者は、一定の金員を受任弁護士に預け、受任弁護士が同

金員から各費用を差し引く方法によって各費用の支払をすることができる。 

 

第 37 条(刑事事件の着手金) 

１ 起訴前弁護の着手金は、次表のとおりとする。 

事件分類 着手金 

基本金額 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 



 

 

 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

２ 起訴後弁護(第一審)の着手金は、次表のとおりとする。 

事件分類 着手金 

基本金額 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

３ 上訴事件(控訴審・上告審)の着手金は、次表のとおりとする。 

事件分類 着手金 

基本金額 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

 

第 38 条(刑事事件の報酬金) 

１ 起訴前弁護の報酬金は、次表のとおりとする。 

事件分類 結果 報酬金 

基本金額 不起訴 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

略式起訴 ２２０，０００円以上４４０，０００円以下 

正式起訴 ０円 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

２ 起訴後弁護(第一審)の報酬金は、次表のとおりとする。 

事件分類 結果 報酬金 

基本金額 無罪（一部無罪を

含む） 

５５０，０００円以上１，１００，０００円

以下 

刑の執行猶予 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

刑の執行猶予(再

度の執行猶予) 

４４０，０００円以上７７０，０００円以下 

実刑(求刑より軽

減) 

２２０，０００円以上４４０，０００円以下 



 

 

 

実刑(求刑以上) ０円 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

３ 上訴事件(控訴審・上告審)の報酬金は、次表のとおりとする。 

事件分類 結果 報酬金 

基本金額 無罪（一部無罪を

含む） 

５５０，０００円以上１，１００，０００円

以下 

刑の執行猶予 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

刑の執行猶予(再

度の執行猶予) 

４４０，０００円以上７７０，０００円以下 

実刑(第一審判決

より軽減) 

２２０，０００円以上４４０，０００円以下 

実刑(第一審判決

以上) 

０円 

 検察官上訴が棄

却された場合 

４４０，０００円以上７７０，０００円以下 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

 

第 39 条(再審請求事件の報酬) 

１ 再審請求事件の着手金は、次表のとおりとする。 

事件分類 着手金 

基本金額 ５５０，０００円以上１，１００，０００円以下 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

２  再審請求事件の報酬金は、次表のとおりとする。 

事件分類 結果 報酬金 

基本金額 再審開始決定 ５５０，０００円以上１，１００，０００円以

下 

不開始決定 ０円 



 

 

 

簡明な事件 上記基本金額を、２分の１までの範囲の相当額に減額すること

ができる。 

複雑な事件 上記基本金額に対し、２分の１から２倍までの範囲の相当額を

さらに加算することができる。 

３ 再審請求が認められた後の事件の審理に関する着手金の金額については、第 37

条の規定に、及び報酬金の金額については、第 38 条の規定にそれぞれ従う。 

 

第 40 条(複数の事件等について同一弁護士が引き続き受任した場合等) 

１ 起訴前に受任した事件が起訴され、引き続いて受任弁護士が起訴後の事件を受任

するときも、受任弁護士は起訴後の事件について第 37 条第２項に定める着手金を

受けることができる。 

２ 再逮捕等により起訴前事件が複数になる場合、及び起訴後に追起訴された事件に

ついて、同一の弁護士が受任するときは、それぞれ別事件として第 37 条に定める

着手金、及び第 38 条に定める報酬金を受けることができる。 

３ 受任弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、第 37 条第３項に定める着手

金、及び第 38 条第３項に定める報酬金を受けることができる。 

４ 受任弁護士は、本条第１項ないし第３項の場合において、事件が同種であるなど

の事情により、事件数の割合に比して一件当たりの執務量が軽減されるなど、追

加受任する事件につき、着手金及び報酬金を減額すべき事由があると認める場合

には、適正妥当な範囲内で減額することができる。 

 

第 41 条(検察官の上訴取下げ等) 

検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移

送の言渡しがあった場合の報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量

を考慮したうえ、第 38 条の規定を準用する。 

 

第 42 条(特別手当) 

受任弁護士は、依頼者との協議により書面によって合意した場合には、保釈申立、

勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、及び特別抗告等の申立事件に対する特別

手当を受けることができる。ただし、同手当は当該申立が棄却、あるいは却下され

た場合には生じない成功報酬とし、またその金額は１１０，０００円以上とする。 

 

第 43 条(刑事事件における日当の特則) 

受任弁護士は、依頼者との協議により書面によって合意した場合には、次表のと

おり日当を受けることができる。 

種類 内容等 金額 

接見日当 接見１回あたりの日当 １１，０００円以上３３，０００円以下 



 

 

 

公判日当 公判期日・公判前整理手

続期日・打合せ期日等、

裁判所に出頭した場合

の１期日あたりの日当 

１１，０００円以上５５，０００円以下 

そ の 他 日

当 

被害弁償、示談交渉、現

地調査、事情聴取等、当

該事件に関して外出等

した場合の日当 

半日(往復２時間を超え４時間まで) 

３３，０００円以上５５，０００円以下 

一日(往復４時間を超える) 

５５，０００円以上１１０，０００円以

下 

 

第 44 条(告訴、告発等) 

１ 告訴、告発、検察審査会への審査申立、仮釈放、仮出獄及び恩赦等の手続の着手

金並びに報酬金は、以下のとおりとする。 

着手金 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

報酬金 ３３０，０００円以上５５０，０００円以下 

２ 前項において報酬金を受けられる場合とは、以下のとおりである。 

告訴及び告発事件 告訴及び告発の受理 

検察審査会への審査申立事件 審査の開始 

仮釈放、仮出獄及び恩赦等 仮釈放、仮出獄及び恩赦等の決定の確定 

 

  


